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１ 概要 

  令和８年４月から新しいタブレット端末の利用が始まるのに合わせ、岐阜県教育委

員会と県内 27 市町村教育委員会(組合立含む)が共同調達により納入される端末の整

備作業を委託するもの。 

 

２ 事業番号及び事業名称 

 事業番号及び事業名称は、次の各号に定めるところによる。 

（1）事業番号 多教総委 第 11号 

（2）事業名称 小中学校タブレット端末整備業務委託 

 

３ 履行期間 契約日から令和８年３月 31日 

 

４ 共同調達で購入する物件一覧 

 

５ 業務内容 

 (1) 下記ソフトウェアの調達 

タブレット端末用ソフトウェア 台数 

学習支援ソフト 

【製品指定】 
株式会社 LoiLo ロイロノート SCHOOL 8,378 

フ ィ ル タ リ ン グ 

【製品指定でない】 

 

＜参考品番＞ 

・デジタルアーツ 

端末の持ち帰りを想定したクラウドサービスを利用

した製品とする。 

・国産製品であること。 

・GIGAスクールに対応していること 

・タブレット端末の持ち帰り学習にも対応する製品で

8,378 

 

品名 メーカー名、品番、仕様等 台数 

タブレット端末 Apple 

iPad(A16) 128GB 11inch タッチパネル 

8,378 

キーボード付きカバー ロジクール 

RUGGED COMBO4 Smart Connecter接続 3年保証 

8,378 

タッチペン エレコム 

P-TPACSTAP07XWH 充電式タッチペン  

8,378 

画面保護フィルム エレコム 

TB-A22RFLBLN ブルライトカット、反射防止  

8,378 

マイク・ヘッドフォン接続

用 Type-C用アダプタ 

東海ルフト 

CWE-402 

8,378 

MDM Jamf 

Jamf Pro iOS for GIGA SCHOOL 5年間 

8,378 
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i-FILTER @Cloud 

 

あること。 

・日本 PTA全国協議会が推薦する製品であること。 

・インターネットにアクセスを開始した際、タブレッ

ト端末のブラウザ上にマナーテスト（テンプレート

50種以上）や指定したお知らせ（表示内容は教育委

員会や各学校担当者が作成。追加も可能。）を表示

する機能を有すること。 

・ソフトウェアメーカーが独自に収集した改ざんが行

われている Webサイトのデータベースを有している

こと。 

・学校で利用するホームページの改ざんや、利用端末

のマルウェアへの感染が疑われる場合、そのサイバ

ーリスク情報を通知する機能があること。 

 ※ライセンス期間の始期/終期について 

ソフトウェアのライセンス（使用）期間は、令和８年４月１日から５年間とするが、始期/終期

については発注者との協議の上、柔軟に対応すること。 

また、ソフトウェアの利用期間については、始期前（整備期間中）であってもソフトウェアを利

用するために費用が発生する場合は、当該必要な費用も本調達に含めること。 

 

 (2) キッティング作業 

  ・タブレット端末に画面保護フィルムの貼付及びキーボードカバーの装着 

    ・発注者が指定する管理番号のラベル作成及び指定する位置への貼付 

  ・タブレット端末の初期設定（アクティベート、ネットワーク接続設定） 

    ネットワークの接続情報は受注者へ別途提供する 

  ・MDMによる端末の一括管理設定 

設定内容については、メーカーが推奨する一般的な設定を基本とするが、原則

既存の運用を踏襲しつつ、新しい項目など必要に応じて追加する。 

また、小学校・中学校の希望する運用に合わせ、別途協議の上決定する。 

・ソフトウェアのインストール 

   (1)で調達するソフトウェア及び導入アプリのインストール、設定 

    具体的な設定内容及び導入するアプリについては別途協議の上決定する 

 

(3) 納品 

  キッティング作業が完了後、市内小中学校 21校へ納品を行うこと。納品時期や数

量は別途協議の上決定する。 

  なお、納品後次年度のクラス編成により、設定変更が必要となった場合は本業務

の範囲内で対応すること。 

 

(4) 提出物 
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業務着手時 

・業務着手届 

・主任技術者通知書 

 

業務完了時 

・業務完成通知書 

・ソフトウェアのライセンス証書 

・機器設定書（学校ごと） 

・シリアルナンバー、端末管理番号相対表（学校ごと） 

  ・打合せ記録 

 

６ サポート体制等について 

  整備後の各種サポートや現行機種の廃棄等に係る業務については、本事業の対象外

とする。 

 

７ 環境配慮事項 

  作業全般にわたって環境への配慮に努めるものとする。 

・業務周辺環境の清掃及び美化に努めること。 

・提出書類は、エコマーク商品など環境に配慮した商品を積極的に使用し作成するこ 

と。 

・梱包等に使用されている廃棄物は受注者が引取りを行うこと。 

・移動及び輸送にあたっては、アイドリングストップの励行や輸送体系の効率化等に 

より自動車の排ガスを低減すること。 

・その他受注者が行っている環境配慮行動を実行すること。 

 

８ 妨害又は不当要求に対する通報義務 

・受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等

に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は

契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これ

らの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることが

ある。 

・受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内

に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請

求することができる。 

 

９ 保証期間 

  納品後 1年間（キーボード付きカバーは 3年間）無償保証期間とし、瑕疵が発見さ 

れた場合は、発注者の指示に従い速やかに修正作業を行うこと。 
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10 過失における違約金の徴収について 

・この契約に関し重大な過失等が発生しその原因が受注者の責によるものであると認

められた場合は、発注者はこの契約及びこの契約に係る変更契約による契約金の 20

分の１に相当する金額を上限として、受注者に請求できるものとする。 

・受注者は発注者が指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。 

・違約金は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

・上記定めは、本業務の履行後においても同様とする。 

 

11 その他 

 本仕様書に定めのない事項が生じた場合は速やかに発注者と協議し対処すること。 

 

以上 


